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地域の中 の文書館、その社会的役割一一徳島県立文書館の場合一一

「文化の森」の創造

今，徳島県では1880(明治13)年の置県以来，

1980年での置県100年を記念して， 「文化の森」

の創造が進行し，来年の秋には完成される 。

「文化の森総合公園は，置県 100年を経た徳

島県の次の 1世紀が，より 輝いたものとなるこ

とを願ぃ "100年のモニュメントグとして構想さ

れたものです。図書館・博物館・美術館・文化

情報コア・文書館などの県の中核的な文化施設

が一堂に会した総合公園として，徳島県の将来

にわたる文化的創造活動を先導する拠点，県民

の文化意識を高めていくためのシンボルとなる

のが文化の森です J (r徳島県文化の森総合公園

計画のあらまし一』改訂版)というものである。

この計画は， 1980年 1月に徳島県が「文化の

森」構想、を発表したことに始まり，その具体化

は同年 8月に 「文化の森」懇話会が発足し， 翌

年10月にその懇話会が 「徳島県の文化振興のた

めに」との報告を行ない，その概要を示した。

83年3月には当時の武市恭信知事が「文化の森」

を徳島駅より約 4キロ東南の徳島市八万町向寺

山の約40ヘクタールの地域に建設することを発

表した。82年12月には徳島県立美術館基本構想

報告書が報告きれ， 83年 5月には「文化の森」

総合公園事業が建設大臣に認可されて確実とな

る。84年 1月に徳島県立博物館基本構想、が報告

され既定方針どおり進行しはじめたが，ただ図

書館は徳島城の内にある現在地から文化の森へ

の移転について賛否の両論が沸騰して， 85年10

月まで基本構想、の報告が遅延した。

「文化の森」への文書館の建設

徳島県置県100年記念事業の当初の「文化の森」

総合公園建設構想、の中には 「文書館」は全くな

かった。当初の構想の中には全{なかった文書

館が来秋には， 「文化の森」総合公園に図書館・

博物館・美術館と共に同時開館されるのである。

しかも，今年10月頃には他の館の建物に先んじ

て，文書館の建物が完成する。このことの不可
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思議きが理解されるためには，その設立経過が

明らかとされねばなるまい。このことが地域徳

島の中における徳島県立文書館の特性を語る。

徳島県立文書館の「種」は国立史料館の安淳

秀一教授が蒔カ通れた。国立史料館に収蔵される

渋沢敬ーの祭魚洞文庫中の 「山西庄五郎家文書」

と筆者が探求した結果として出会えた現地に収

蔵される同家文書との因縁による。筆者の論稿

作成への安i畢教授のご教示とそれへの応報とし

ての山西家本家所蔵の文書をマイクロフィルム

化のための徳島来県が文書館設立を生む「種」

となる。「文化の森」構想、に関心を持ちながら

も， 具体的な対応をしていなかった我々 に， 83 

年 9月25日の徳島地方史研究会 9月例会に 「文

書館学序論」の講義がなされ，全国における「文

書館」の設立状況が教示され， 山口県文書館の

広田暢久，東京都立文書館長小林辰男， 北海道

庁の鈴江英一，藤沢市立文書館の高野修の各氏

の名が教示されたのである。筆者は失礼を顧み

ず， 「文書館」に関する教示を乞い， 各氏から

懇切な資料恵、与がされ，それに自信を得て，徳

島地方史研究会第 7回公開研究大会を期して，

「徳島新聞J(11・28)に 「れんが造り風県庁舎

を文書館にしては・・・の提言」を発表した。その

猪突猛進が 「徳島県立文書館」設立推進の契機

となる。地方史研究会の大会(12・4)では，「文

書館」 と県庁舎保存(当時， 1930年に建設された

庁舎が老朽化して新庁舎建設が具体化し， 50年の風

雪に耐えた旧庁舎は破壊されることが決定されてい

た)に関して激論が行なわれた。それを受けて，

地方史研究会は「文書館の理念」について討議

し，文書館設立研究特別委員会(委員長は筆者)

を設置した。84年 1月に前年10月に新知事 とな

った三木申三知事が県民との対話集会を精力的

に進めていたことに注目して，「文書館設立を提

唱する徳島地方史研究会の意見と構想を親しく

聴取して戴くための対話集会に関する要望書」

を県庁秘書広報室・総務課に提出して具体的行
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動を開始し， 3月には同課に「徳島県立文書館

設立陳情書」及び資料を提出した。春休みには

筆者が山口県文書館を訪問して，広田・北川健

氏に懇切に文書館のあり方を教示され，山口県

庁舎の保存と徳島県庁舎の類似性，県庁舎移転

の際の公文書等の大量廃棄の危険性が説かれ，

徳島県に文書館を可能とするのは廃棄の危険主

がある公文書を如何に確保するかであるとの策

を授けられたのであった。それ以後，徳島地方

史研究会の名で各方面に積極的に働きかけると

共に， 「毎日新聞」の郷土提言賞に 「地域文化の

伝統継承と創造のために文書館を」で筆者が応

募して，それか県教育長賞となり ，「毎日新聞」

に掲載されて「文書館」 の意味が多くの人々に

注目きれはじめたのである。

次いでの具体策として，学術研究を中心とす

る徳島地方史研究会の世間の狭さを克服するた

めに，「徳島の文化を進める会」や他の学術団体

と協同して， 安i幸秀一教授を迎えでのシンポジ

ウム開催(84・10・20)，それを契機に「文書館設

立推進協議会」を結成する準備を進め，井口貞夫

を会長として85年 5月25日結成総会をもち I文

書館設立」を県民の文化 ・社会運動として展開

したのである。設立推進協議会の名において，

講演会，県議会への請願，知事 ・副知事をはじ

め関係当局への陳情を行ない着実な歩みを進め

たのである。これらの推移は 『徳島県立文書館

設立運動の歩み~ (文書館設立推進協議会刊， 1988・

12・4)として小冊子にま とめているので，ご利

用いただけるなら幸甚である。

徳島県立文書館の課題

当初の「文化の森」構想、の中に全 く想定され

ていなかった「文書館」が，微力な徳島地方史

研究会を中心とする文化・社会運動によって，

短期間のうちに実現することになった。

「文書館」 設立の決定は，86年 1月の三木徳

島県知事の年頭記者会見で明確化する。「文書館

は文化の森の一角に建設する。文化の森に設置

する県立図書館 ・博物館との関係を考えると一

番適当な場所だ。建物は現庁舎の特徴的な部分

をできるだけ活かす」との発表による。このこ

とは，旧県庁舎の現地保存運動が「現県庁舎を
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保存する会」によって，ハン ド・イ ン ・ハン ド

や県庁舎を清掃する運動な どの盛り上 りと，旧

県庁舎は現地保存できないとする既定方針との

矛盾の中で，土 0良心選棋として決定されたの

である。

このよう な経過によ って，「徳島県立文書館」

は旧徳島県庁舎のイメージ保存の形態で完成さ

れる (東西55メート ルであっ た建物を左右各 10メ

ートルを短縮して，35メートルの形態となる。文書

館の広さは1780m')oI徳島県立文書館」の構想、は，

86年 5月28日から 7月5日までの短期間に聞か

れた 4固め文書館研究会(構想委員会相当)の討

議によって， 7月21日に「徳島県立文書館基本

構想報告書」として知事に報告された。ただ¥

この基本構想検討のための文書館研究会の第 l

回会合で，運命的な事件が報告されねばならな

かった。それは，新県庁舎が完成して旧庁舎か

らの移転に際し，その危険性を予測 して予防の

要望等をしていたのに もかかわらず，1部(この

方が理解者よ り大?)の無理解者によ って，永久

保存文書を含めて， 4トン車10台分が産業廃棄

物処理業者によって運送されたのである。この

ことが新聞各紙・テ レビに大きく取 り上げられ，

事の重大きが認識されたのではあるが，やむ

に止ま れず提案 ・報告した筆者らは， その善意

と文書館への思い入れなどは理解してもらえず，

悲しくも苦悩の仕打ちにあってしま った。しか

し，それでも，それが故に 「徳島県立文書館」

はできるのである。

それだけに，公文書等の文書館移管が円滑に

行なわれるための 「文書館」の理解と公文書等

が貴重な県民の共有財産であることの当局者の

理解が必要とされ，この理解度向上のための営

営たる努力が要請される。

「徳島県立文書館」の地域の中での役割 ・課

題は，このような設立過程を踏まえ，「地域文化

の伝統継承と創造」のために，徳島県の山 ・野

.河 ・海の豊かな自然風土の中で形成された文

化を集約する拠点として着実に歩むこと が次な

る課題とされる。その目的の達成のためには，

「文化の森」総合公園の各館が相互に自立 ・研

錯する 強い個として連結された運営ができる運
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営組織を形成するこ とが要件と される。また，

職員は「地域文化の伝統継承と創造」の理念・

識見を確立し，それに対する情熱を有する人間

でなければならず I徳島県立文書館」を全国に

誇りうるものとする自信と抱負をも って， 日々

の活動， 即ち公文書等の収集・整理 ・保存・研

究・公開に万全を期するものであらねは、ならな

し、。

「公文書館法」の歴史的意義を評価 しながら，

それを更に充実するためにも，地域の中で個性

のある文書館を形成することが要請される。

「徳島県立文書館」が地域文化の伝承と創造

の拠点となり ，それにより地域文化の座標軸と

して，地域の人々の安心立命の存在となること

が抽象的で、はあるが，その役割の大前提となる

ものと信ずる 。 I徳島県立文書館」の設立過程

L 今後におけるその機能 ・役割達成の軌跡は

全国における文書館設立の趨勢の中で大いに注

目され期待されるものである。

「モンジョ館」でありたい

われわれの設立推進過程でのエピソードを一
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つ記して，肩の凝りをほぐしたい。

「徳島県立文書館」設立が提唱され，時事の

ニュースとな ったとき， 「文書館」の読み方に対

して， NH Kテレビ徳島支局のアナウンサーが，

「文書館」はモンジョカンではなしブンショ

カンの方が良いのではないか。コウブンシ ョと

言うようにブンショが一般となり，モンジョは

死語とな っているのではないか，との電話があ

った。筆者はモンジョ館の中に， 地域に関する

過去から将来にわたる記録類を古モンジョから

公ブンショ等まで体系的に収集・整理・保存し，

研究 ・公開できるようにとの思いをこめている

のです。モンジ ョ館の意味が解ってくれるまで，

そのことを 1人でも多くの人に知ってもらう運

動を続けます。若しモンジ ョが死語でブンショ

でなけれは、ならないと 言われるなら，文部省を

モンブショウでなく，ブンブシ ョウに変えたら

そのとおりになるのではないか， と言っ たら，

モンジ ョ館で放送が統ーされた。

(徳島県立文書館設立推進協議会事務局長)




